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裁判所職員総合研修所の概要

1 裁判所職員総合研修所の組織等について

裁判所職員総合研修所（以下「総研」 という。 ） は， 「研修部門」 と ｢事務局

部門」に分けられています。

研修部門は，裁判所書記官研修部(以下「書研部」 という。 ） ，家庭裁判所調

査官研修部（以下「調研部」という。 ）及び一般研修部の三つの部に分けられて

います。このうち，書研部は,裁判所書記官（以下「書記官」 という。 ） ‘及び裁

判所速記官の執務に必要な理論及び実務に関する研修並びに書記官の養成を,調

研部は，家庭裁判所調査官（以下『家裁調査官」 という6 ）の執務に必要な理論

及び実務に関する研修並びに家裁調査官の養成を，一般研修部はその他の研修を

それぞれ担当しています。

このほか，書記官の事務について研究する第一研究室及び家裁調査官の事務に

ついて研究する第二研究室が置かれ，各研究室では,各種研究の企画及び実施の

指導，総研所報等に掲載する論文，研究結果報告書等の監修，各種法改正に関す

る資料及び情報の収集，分析等を行っています。

2総研における研修実施の基本的な考え方
’ r

社会経済情勢の変化や価値観の多様化等に伴い，裁判所を取り巻く状況も大き

く変容してきました。特に，裁判手続のIT化を契機として裁判事務の在り方が

大きく問われる中；書記官や家裁調査官をはじめとした裁判所職員の執務のあり

ようが大きく変容しようどしています6

総研では，各職種の専門性を高めるとともに，その専門性を基礎付ける思考力，

、 かん

思考力を状況に応じて適切に展開できる対応力等を酒養し， これからの時代の変

化の中にあっても，適正・迅速な裁判を実現するため，裁判所に求められる役割

を的確に果たすことのできる裁判所職員を育成していきたいと考えています。

また,適正・迅速な裁判の実現のため，裁判官を含めた職種間で,それぞれの
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職務についての相互理解,を深めた上で,関係職種間の連携，強化を目的とする研

修の充実，強化を図ることに力を入れており．，裁判官と合同で研究するのがふさ

わしいテーマについては司法研修所. (以下「司研」という。 ）と合同で研修を実

施するほか，研修のテーマが総研内の各部で共通である場合については各部が合

同で研修を実施しています。 さらに，社会情勢等の変化に伴って関係職種間の連

携が求められる場面も変容していくことが考えられることから，裁判所職員がそ

のような場面において連携力を十分に発揮できるように， とりわけ裁判官との連

携が図られるように，各種研修及び養成課程の内容等について引き続き検討して

いきます。

3令和4年度研修実施計画について

上記の総研における研修実施の基本的な考え方に加え,①裁判所を取り巻く状

況の変化に適切に対応し， 自律的に執務を遂行することができる職員の育成を図

る，②各職場におけるOJTとの効果的な連携を意識した研修の充実を図る，③

裁判官を含めた各職種間で，それぞれの職務についての相互理解を深めた上で，

関係職種間の連携強化を図る,④社会情勢の変化や法改正の趣旨等を踏まえ》時

宜に応じた課題に対応するとの観点から， ､全ての研修についての内容･科目の拡

充を図りつつ，ｰ層充実した研修の実施に努めていきたいと考えています。

また各職種共通の組織課題として,組織運営の適正確保や障害者等に対する

配慮を含む人権意識の酒養等についてもう効果的な研修の在り方を検討し， カリ

キュラム等に反映させていきたいと考えています。

なお，新型コロナウイルス感染症の今後の見通しは不透明であり，令和4年度

研修実施計画に及ぼす影響の有無及び程度を予測することも困難な状況にありま

すが， 引き続き，職員の研修参加機会と研修効果を可能な限り確保するための方

策を検討するとと．もに，研修実施に当たっては徹底した感染防止策を講じて，職

員の養成及び育成に努めていきたいと考えています。

4研修
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令和3年度は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等に鑑み，採用や昇

任に伴う職務導入的研修や施策遂行上特に必要性が高い研修は実施し，それ以外

の研修は中止しましたが，中止した研修については，研修員に対して視聴覚教材

等の資料を提供するなど, '可能な限り研修に参加した場合に近い効果が確保され

るよう工夫を行っています。

近年の研修の内容はゥ次のとおりです。

(1) 管理者・中間管理者

職種間連携を前提とした組織運営の在り方を意識させるとともに，効果的な

人材育成のための態勢整備･環境整備を図ることをねらいとする科目を実施し

ています｡また，最新の施策に関する講義や共同討議などにより，様々な気付

きを得る機会を与え， 自己研さんの意識付けを図るなど，それぞれの役割を明

確に意識させることを主眼としたカリキュラムの充実に取り組んでいます。

ア管理者

首席書記官研究会，首席家裁調査官研究会，事務局長研究会，管理者研究

会等の幹部職員を対象とする研究会を実施し，組織が直面する課題の認識を

共有する．とともに， より広い視点から，適切に組織全体をリードしていくた

めの視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムとしています。

イ中間管理者

平成30年度までは，全ての職種の中間管理者を対象とする研修について

裁判部所属者と事務局所属者に分けて実施していましたがう令和元年度から

・は， これらを統合した上で，更に中間管理者としての執務経験及びボスﾄに

応じて二つの階層に分けて中間管理者研修Iと中間管理者研修Ⅱとして実施

しています。 これらの研修では，管理能力の向上に加え，職種間部署問連

携の意識や組織全体の観点から最適なものを見極める目など,それぞれの階

層に応じて求められる能力の向上を図っています。

(2) 書記官･家裁調査官 ’
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ア各種実務研究会において，書記官事務の整理の考え方や行動科学の知見等

に基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の役割・機能を踏まえた共同討

議を実施するなど，各職種間の連携強化を図りながら，的確な職務遂行を実

現していくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムを実施じていま

す（各日程の一部を司研の研究会と合同で実施しています。 ） 。

イ書記官

書記官ブラッシュアンプ研修（高裁委嘱）は， ［事務の法的根拠を確認し，

その目的を見定め，常に合理的な事務を追求できる書記官」を育成していく

ため，書記官任官後5年以上の中堅書記官を対象として)全国共通の力リキ

ュラムで行われる唯一の研修です。本研修については，令和2年度から，①

書記官事務の整理の考え方に基づき，問題を発見し,それを解決する能力の

向上を図るとともに，②中堅書記官としての役割を意識し，組織的視点の酒

養を図るカリキュラムを充実させるなど， カリキュラムの最適化を図る見直

しを行いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により，同

年度の実施は中止しましたが，令和3年度は各庁の実情に応じて実施期間の

短縮や実施方法の変更など柔軟な対応を行うことにより実施しました。

ウ家裁調査官

家庭裁判所及び家裁調査官を取り巻く社会情勢を踏まえ，家裁調査官が行

動科学の知見等に基づく事実の調査と調整を確実に実践していくための能力

向上に向けて， 自らの目標を明確化し，自己研さん又は相互研さん進める上

での手掛かりを獲得して更なる研さんに意欲を高めていくことを主眼として，

任官後，概ね3年の実務経鰊を有する者を対象とする家裁調査官応用研修と，
． 〈 ．

同研修終了後，概ね2年以上の実務経験を有する者を対象として応募型で実

施する家裁調査官特別研修とを実施しています。

いずれの研修も，上記のねらいを踏まえるとともに, OJTとの効果的な

連携，裁判官をはじめとする関係職種との相互議論の重要性の意識付けを強
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化する企画等を進めています。

(3) 事務官（係長等)

各庁の総務・人事・会計の各分野の係長･専門職を対象とする研修において，

担当事務に関する諸課題や専門的知識に関する講義等を行うとともに，関係職

員等との連携。協働を踏まえた円滑かつ適切な係運営の在り方，その実現のた

めに重要となる視点や考え方，効果的な働き掛けの方法等について， 「働き方

改革」の観点も取り入れ，共同討議等を行うこととしています。また，事務局

事務を遂行する上で基盤となる知識や考え方の習得に重点を置いたカリキュラ

ムの充実強化を図っています。

5研究

第一研究室では，令和3年度の書記官実務研究として， 「財産管理における書

記官事務の研究｣.をテーマとする研究を行っています。

第二研究室では，令和3年度家庭裁判所調査官実務研究（指定研究） として，

「低年齢から反社会的行動を繰り返している少年の調査方法について（仮題) 」

をテーマとする研究を行っています｡

6 養成課程

（1） 書記官養成課程

ア令和4年1月1日現在の入所中の研修生の構成は，第一部第18期研修生

227人，第二部第17期研修生‘（2年生） 77人，第二部第18期研修生

（1年生） 97人となっています。

イ書記官養成課程では,法律科目と実務科目の効果的な連携に留意し，実務

における書記官事務に即した形の演習を積極的に取り入れています。また，

書記官事務の整理の考え方を酒養させるためのカリキュラムや，職種間の連

携及び協働の在り方について検討させる家裁調査官養成課程との合同カリキ

ュラムなど，参加型，討論型の演習も実施しています｡

また,令和3年度から， 4月の入所後約1か月間の日程で予修期修習を実

5

へ



施することとしました。これは，総研での研修を開始するに先立ち，研修生

の所属庁等において，総研が作成した,民事,刑事，家事の各手続に関する

講義DVDを視聴させた上で，書記官室等での執務の実情の見聞や法廷傍聴，

記録の閲覧等を通じウ書記官事務の概要を具体的にイメージさせるとともに，

総研が作成した課題の検討や解説DVDを視聴させること等で知識の定着を

図ることにより，養成課程への円滑な導入を図ることを目的とするものです6

ウ令和3年度は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により，令

和2年度に引き続き，総研での集合研修と所属庁等におけるオンライン研修

とを併用して実施しています。

ェ総研では，書記官養成課程が法律専門職としての専門性の基盤となる法的

思考力の醸成を意識したものになっているか，時代の変化に対応できる力を

身に着けさせる内容となっているか, IT化後の書記官事務の観点を意識し

た内容となっているかといった問題意識を持っており， この問題意識を踏ま

えたカリキュラムを検討しています｡

この観点から，令和3年度に「事件の進行を踏まえた書記官事務」の科目

を新設しました。これは，書記官として，裁判官が訴訟の進行に応じて考え

る審理方針を理解して， これを共有し, ＃その審理方針に基づくとどのような

書記官事務をどのようなタイミングで行うべきかを主体的に考えるための基

礎を確実に学ばせることを目的に，令和2年度まで複数の講義．演習科目で

個別に触れていた内容を整理・統合じ， 「事件の進行を踏まえた書記官事務」

として再構成して，新設科目としたものですも

今後も上記の問題意識を踏まえつつ，カリキュラムや授業内容等の改定を

検討していきたいと考えています。

(2) 家裁調査官養成課程

ア令和4年1月1日現在の入所中の研修生の構成は第17期研修生47人

第18期研修生52人となっています。

6 ．



なお，第18期以降の研修生については，採用試験の見直しにより行動科

,学系の科目め受験が必須ではなくなったことから，その能力，資質の両面か

ら動向を把握しているところです。第18期研修生は，令和3年7月から実

務修習を開始しています｡

イ家裁調査官養成課程では，家裁調査官の役割・機能である、事実の調査や調

整を行うために必要な行動科学の知見や技法を体系的に習得させるとどもに，

グループ討議により多角的な視点で組織的に事件処理を行う姿勢を身に付け

させることにも重点を置いたカリキュラムを実施しています。また，裁判に

役立つ調査官事務を遂行するために，関係職種とりわけ裁判官と連携するこ

とができる専門性が求められることを着実に意識付けられるよう,講義や演

習等で用いる教材等の見直しを進めています。

なお，令和2年度から,養成課程研修の修了日が3月25日頃に変更され，

修了後すぐ余に小規模庁等へ異動となることから,･後期合同研修の終盤では，

家庭事件全般で必要となる面接技法に関する演習や実務上の取扱いが多い後

見等開始事件の演習を実施するなどして，任官後のスムーズな職務導入を図

っています。

ウ令和2年4月採用の第17期研修生については，新型コロナウイルス感染

症の影響等によりj令和2年度実施の前期合同研修の大半が在宅学修となっ

たことから，所属庁において実施した実務修習の実情を把握した上で,令和

3年9月から実施している後期合同研修においては，面接技法演習，調査実

務科目,法律科目の単位数を増やすなど必要な手当てを実施しています。

総研の今後の取組と情報発信

今後の取組

効果的な人材育成を行うに当たっては，集合研修を担う総研においてもウ書

記官及び家裁調査官をはじめとする裁判所職員の育成目標を見据え，養成課程

の一層の充実を図り, OJTと集合研修（中央研修，高裁委嘱研修及び自庁研
7
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修） との連携を意識しながら， また, IT化後の書記官事務等の新しい課題を

も見据えながら, ‘引き続き，研修内容の見直しを行って研修の充実を図ってい

きたいと考えています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い,DVD視聴，テレビ会議シ

ステムによる同時配信,WEB会議アプリ (Zoom)を利用したオンライン

配信の利用など，様々な工夫を行って実施した研修もありますが， これらの手

法を，その長所を生かして集合研修とうまく組み合わせて活用していくことに

より， これまで総研が取り組んで．きたOJTと研修との連携強化をより一層図

ることも可能となります。令和4年度からは，研修のオンライン環境が新たに

整備される見通しであり，当面は， これを活用する研修や内容にできるだけバ

リエーションを持たせて，振り返りを重ねていきたいと考えています。

また，研修とOJTとの連携を強化していく上では，各庁の幹部職員のほか，

裁判官の理解と協力をいかに得ていくかが重要な課題であると考えて，検討し

て･いるところです。

(2) 総研の刊行物について

総研の刊行物として，総研で行われた各種実務研究会の結果要旨や研修実施

結果等を掲載した｢総研所報」 と,:書記官の研究論文を掲載した「書記官実務

研究報告書｣ ，家裁調査官の研究論文を掲載した「家裁調査官研究紀要」があ

ります。

(3) 総研コンテンツについて

J,．NETポータルの総研コンテンツにおいて，実務研究会の結果要旨，中

央研修や養成課程の状況及び文献情報など，執務に役立つ情報・資料等を提供

しているとともに， 「総研ニュース」を掲載して総研の最新情報を発信してい

ます｡
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所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。



第1研修

1中央研修

（1）管理者層
ア管理業務系

震イ

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実 瓶時期 期間 人員 対象者

1

＆

首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する

■ ●

研究を行うことによ
り ， 総合的な組織運営
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

4． 9．13(火）
～ 9.14(水）

2日 未定
地・家・簡裁
の首席書記官

､2

首席

家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

P■■●DDQB■■g■■F■■■■■■■●■■、●。
■

■

第2回

■ ､

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より ， 総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

4． 9. 1(木）
.～9． 2(金）

■●0●●BG●0●●ロ●DqDQ■■■■■■

①

■■■●■■■■●■●●■●■

4.11.21（月）
～11.22(火）

2日

■●｡■●、O●9，●8■

2日

､8

●●、ロ■s0b●Q●●■■

約50

高裁所在地の
首席家裁調査

鴬.............."."...........“
■

■

首席家裁調査
● ● ①

官

3 事務局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，
総合的な組織運営能力
の向上を図る。

裁判所職員

総合研修所
5． 2．16（木）

～2.17(金）
2日 未定

地･家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研:合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より，幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司法研修所
4．5．24(火）
～ 5.26(木）

3日 未定

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者)，次
長

5

次席
家庭裁判所
調査官等
研究会

第1回

P■■e●●●●●、■■●■■●●●■●●■●■●■I

第2回

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに

より,管理能力の.向上
と意識の高揚を図る。

司法研修所

■●■■■●●□■●、●●●●DDG■●■■｡■■●■■0●●●●8

裁判所職員
総合研修所

4． 4．25(月）

●●●●■●●■●■0●●Q●□●■●QbD●■■●●■●●●●● ●■■●q

p

①4. 9.12（月）
②4.9.21(水）
●
一 9.22(木）

1日

3日

約20

未定

次席家裁調査
官，総括主任
家裁調査官

6 管理者研究会

幹部職員として，その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに， 当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより,管理能力
の向上と意識の高揚を
図る 0

●

裁判所職員
総合研修所

4. 4.18(月）
～ 4.22(金）

5日 未定

新たに局長(高裁
を除く｡）,次長，
事務部長,首席！
書記官,次席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官,次席家裁
調査官,総括主

任家裁調査官,首
席技官(最高
裁)，次席技官
(最高裁)等に任
命された者

”；”；

名穿号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

7 研修計画協議会
研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい

･

て協議する。
司法研修所 5． 1． 6（金）

、

1日 約30

高裁の次長，
首席書記官，
高裁所在地の
首席家裁調査
官



(2)中間管理者層
系

》

2

奄・

番号 名 称 目 的 実施場所 実力回時期 期間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

｡ ●

P■●●■■■■■■●■■■●台■●●■■■、●■■

第2回

g●■■●●■●C●●●●●●●●●●

F

●■■■■‐

第3回

●●●■●●■■ロ■■●■■■■●■●■＆■■■●I

第4回

、
０

中間管理者として，そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び

管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図るら

■

●

裁判所職員
総合研修所
等

①4． 9． 5(月)．
～ 9． 6（火）

■

②4.10.11(火）
～10.12(水)

●

『 。

■■■■■■■■■■■■■■pDBgg皀弓、●■■■●■D●B●GE舎二■！

①4． 9． 5（月）
～9． 6（火）
②4,10.13（木）
～10.14(金）

､g■●●●､■pQO●●■●Q■Q●●DB●●0●●■●●■●●■■■､.

①5. 1.18(水）
｡～ 1.19(木）
②5． 2．．7（火）
～2．．8(水）

0 ●

DDG■●●●●、●●●●●●●●■O■D■■

①5 ●
6

へ
．

●■■、●●■●モ曽旬●●●4

1.18（水）
1ユ9(木）

②5． 2， 9(木）
◇
へ 2.10(金）

各
4日

約80

■ｏ
ｏ
ＤＤ■日●●０●●０，

約80

､■｡●■■■■■■■■●I

約80

D●●●●●●●白■●●Dq

約80

昇任後おおむ
ね7年未満の主
任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官,.速記副管理
官,課長補佐，
専門官,班長又
は主任技官の
G e

職にある者

9
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

8

1■●■●●｡●、●｡■●■U■■■■■●pロ■■■I

■

第2回

◆ ●

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
火
木
く
く
５
７
２
２

●
０
●

０
０
１
１
４
一

■■●■■●■■●■■■

*

■■■●■●■■■●●9句●q■●●■■■

●

町

■■BDq

ｊ
ｊ
月
水
Ｉ
く
５
７

●
●

２
２
１
１
４
－

各
3日

●

未定

訟廷管理官，
訟廷副管理官，
裁判員調整
官，課長，文
書企画官，企
画官，首席技
官，営繕企画
官（最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以
上経過した主
任書記官若し
くは主任家裁
調査官の職に
ある者

10

主任
家庭裁判所

調査官
研修

第1回

FD●■●O●●●■●■●●■●●●Q●●●g■●GI

第2回

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

4． 6.21(火）

ｊ
ｊ
水
木
ｌ
Ｉ
２
３
２
２

●
●

６
．
６

４
一

1日

2日

約80

未定

主任家裁調査
官



イ研修事務系

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）
ア裁判事務系

3

番号 名 沼
一

、 目 的 実施場所 実 窟時期 期間 人員 対象者

11
研修指導
研究会

第1回

、●●●●00●●●、●●、●●●●●■●■■｡■

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る ◎

裁判所職員
総合研修所

ａ
●

６
６
４
－

ｊ
ｊ
水
金
く
く
１
３

4.12.13(火）
～12. 15(木）

3日

●

●●●●■●■DDpD●■

3日

約40

、●●、●ロロ●■●●●●I

約50

次席書記官，
総括主任書記
官
官
官

，
，
，

主任書記
訟廷管理
訟廷副管
理官,裁判員
調整官， ､次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官課
長補佐,専門官

12
実務指導
研究会

民事

●

k■●■■■■凸■■台＝二
●

■■■■■

4

■■q■■■■■

刑事

ト■■●Q●●■●■●●●g■p■■■■●■●●■●
0

家事

■■ロ●■■■●●■■■ロ■■●ロ●■●●●●■●｡

少年

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する ◎

裁判所職員
総合研修所

4． 4.26(火）

●●●●■p■■●■■●■●●●●B■■g■■q■●●■■■■■･■■■■1

4. 4.27(水）

●●■●●ﾛ■■■＆●■●D■●●■●■■■■●､■●DQpQD●S■■■ﾛ

4． 4．27(水）

二二二●■芭色弓■■｡●●●●●■●●■●●DDDgO■■■■●●、■g■q
■

4. 4.26(火）

1日

■■■■■■■●■●●□■

1日

、■●■ロ色＝ョ●■■G■

1日

q■■●G●■●■■■●●

1日

約40

□■■■ロ■■■■■■■●■

約40

q●■■●■■■■■●●■ロ

約35

●、■■■色舍ご写g●●●q

約25

書記官ブラシ
シュアップ研修
の講師となる予
定の者

番号 名 称 目 ，的 実 瓶場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する｡

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

4．11．
～

8(火）
11. 10(木）

3日
約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及

び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
． ‘ 及び

裁判所職員
総合研修所

●
●

９
９
４
－

7（水）

9(金）
3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

15
民事実務
研究会

第1回

※司研合同
◆

,■●●■●、●●●■●■●句●■■■■■■■■■●q

第2回

民事書記官の事務処理
、

上の諸問題について研

究及び討議を行.うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， ．もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

●■●●●●■、●●■ａ●●■●ＣＤ●●■■●■
の
函●●●■■０●●

裁判所職員
総合研修所

4. 6.22(水）
～ 6.23(木）

●､●■､●●●■●●●●■●■D●pQ●｡■■eQDD●●O●●■■●Gq

4.12.15（木）
～12.16(金）

2日

■●●■●●DC●DC■●

4 0

2日

約50

●DO●●●■■■●●●●■

約50

高・地・簡裁
で民事事件を
担当する書記
官



4

番号 名 称 目 的 実施場所 実 志時期 期間 人員 夫 象者

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

4.12. 7(水）
～12． 8(木）

2日 約50

金一

局 地・簡裁
で刑事事件を
担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行う
こどにより職務遂行能
力の向上を図り， もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

4.10．

～10．

5（水）
6(木）
2日 約50

家裁で後見関
係事件を担当
する書記官

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

卜■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■●■●I

第2回

0■■●■■■■■●●色色＝包宮●■昌竺分DB●D0q

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り，現場の調査事務
の質向上に寄与させ，
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る 0

● も

裁判所職員
総合研修所

4.10.19(水）
~10．21(金）0

■p■■■g■●●■8●■●●■q■●0●■5●田0,■■■●q■､■●●ﾛ

4.11,30(水）

～12． 2(金）

ヴ

●■●●■■自邑色色写●■●●●●●■■凸凸与■●●●■■⑧巳□■の■ロ●Q

5． 1．25(水）
～ 1.27(金）

3日

■9，0■●●■■9，■●

3日

■■■■■■●■■■■■の

3.日

約30

pgQUD■、■■●、●Qq

約30

■■■■●■■●■pps●0

約30

家庭裁判所調
査官実務研修
又は令和元年
度以前の家庭
裁判所調査官
応用研修を終
了した者

19

● ●

家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を

応用し天，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図

■

る ◎

裁判所職員
総合研修所

4． 7．

～7．

ｊ
ｊ
火
金
く
く
５
８ 4日 未定

家裁調査官任
官後， ，3年以
上経過した者
のうち家庭裁
判所調査官実
務研修又は家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了していな

いもの

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに，
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
く
く
９
０
２
３

６
．
６

４
へ

C e

2日 約20

速記官（速記

管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

21

●

総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する

とともに，研究，討議
等を行うことにより，
総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ，
総括執行官としての識
見をかん養する。

裁判所職員
総合研修所

4． 7． 5(火）
～で7． 7(木）

3日 約20 総括執行官



I

イ事務局事務系

5 、

番号 名 称 目 的 実施場所 実
■
ｊ
伊瓶時期 期間 人員 対象室

ｂ
己

22 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

裁判所職員・
総合研修所

5． 3．
一

1(水）
3． 3(金）

3日 未定
■ P

執行官

23 新任執行官研修

■
。

職務遂行に必要な知識
を付与することによ
りj執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

裁判所職員
総合研修所

4‘ 5．24(火）
へ 5.27(金）

4日 未定

令和3年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実 瓶時； 罰 期間 人員 対象 毛
い ●

･24

係長 等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る･ 、 ・

裁判所職員
総合研修所

4． 9．27(火）
へ
． 9.29(木）

3日 約50

■ 一

局
●
● 地･家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長，専門職

25

係 長 等
（人事担当）
研

旬 己

修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 0 ．

裁判所職員
総合研修所

4.10.18(火）
～10.20(木）

3日 約50

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長，専門職

26

係長等
（会計担当）
研 修

●

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所

4.11.15(火）
~11.18(金）

4日 約50

嵩･地･家裁
本庁の会計事
務を担当する
係長，専門職

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
研修事務担当者
研 修

研修の企画実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り,
もって高裁委嘱研修及
び自庁研修の充実を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

4． 6．14(火）
一
． 6.15（水）

② P

母 寺

2日 約40

研修事務を担
当する高･地･家
裁の係長,専門
職,主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

28
総合職採用職員
初任研修

命

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所

4. 4． 6(水）
へ'4． 8(金）

3日 未定

令和3年度裁
判所職員採用
総合職試験の
合格者で，新
たに採用され
たもの



＝

(5)その他
ア情報化関係

イ採用試験事務関係

"CA関係

6

番号 名 称 目 的 実施場所 実力直時期 期間 人員 対象者

29
情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し，情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案d実施に資するとと
もに,情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所

4.10.

～10．

4（火）
5(水）
2日 約60

情報セキュリ
ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上
の者）

30
情報処理
研修

第1回

D●●厘空＝●■■■●■■■■■■色竺虫●●●圧ニヨ1

第2回

◆

情報化の推進に向け
て ， 職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する6：

裁判所職員
総合研修所

4. 5.18(水）
～ 5619(木）

g＠口■g■●、●●C●●●●■●、、●●■｡●●色色白■●●■●●■●■■

０
■

６
．
６

４
－

ｊ
ｊ
水
木
く
く
８
９

◆

■

各
2日

約60

、g●●●q■G■■■舎邑巴

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行い職員（家
裁調査官を除
く。 ）

番号 名 称 目 的 実 竃場所 実施時期 期間 人員 対象者

31

｡ ●

採用試験事務担当者
研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について
の研究を行うことによ
り ’

図る

執務能力の向上を
◎

司法研修所 4． 5．27(金） 1.日 未定
採用試験事務
を担当する管
理職員等

番号 名 称 目 的 実 瓶場所 実施時期 期間 人員 対象者

32
CA研修

実務試験
も面

前期
研修

Q■、■旬■■■■■■■■■●、●■ご■■■■■●』

.実務
研修

■■■■■■■■■■■■＝＝■1■■■■■■■■■■□

後期
研修

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所

●0●■■●■■■●O■●g■●0●●DgDqgDODD■■●●DB

実務研修
実施庁

●

、首■、■■■●■■、p■■、●■■■U■、●■ロ、●ロ●●qDD0
q

裁判所職員
総合研修所

4. 6.27(月）
一
・ 7.15(金）

P●qa■●■q●0■DDD8D●■■■、●■●●●E害竺■■●●■g■●0

4． 7．19（火）
～､8.19(金）

ロ●●ロ●■Q●、g●■●、g●■●、●■■●■■gqD0D●●■｡●DDO

48. 8.22（月）
ケ

～9．9(金）

15日

■●●CD■●■■■■■Q

23日

●8■Do0■e■■口■■

●

｡

15日

未定

裁判所書記官
任用試験の第
2次試験に合
格した者



2高裁委嘱研修

(1)管理者層

車問屋王：

(3)主として管理職以外の層(書記官間家裁調査官･係長等）

7

番号 名 称 目 的 実 志場所 実 瓶時期 勇 間 人
一
二
一
一
穴 夫 象者

33

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会 ◆ ●

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び
討議を行うことによ
り，研修等の充実及
び改善に寄与させ
る 0

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は．

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
官

名宇号 名 称
● ●

目 的
G ①

実施場所 実施時期 期間 人
匡コ

ヨ 対象者

34
新任中間管理者

凸
Ｃ
Ｇ

研 修

／
〃

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与することによ
り ， 中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する6

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

3 ～

5日
未定

新たに主任書記
官，訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
班長（最高裁） ，

主任技官（最高裁
を含む） ；地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人屋 夫 象宅
■
《

､35 ブ
書記官

ラッシュアップ
研 修

中堅書記官に求めら
れる思考力・表現力
等を執務で十分に発
揮できるよう，基本
的資質・能力を磨
き，執務の質の向上
につなげる契機とす
る｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡ ）
又は

高等裁判所
等

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

5日

※1

●

●

未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く'。 ）

36
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこと
により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡ ）
又は

高等裁判所
等

実

・ノ

施機関が
適宜決冠

3日 未定
主任家裁調査官
家裁調査官

37 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と

してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

■ P

実施機関が
適宜決:定

1 ～

3日
未定

e ↓
■

新たに係長に任命
● ● ｡

された者



J】星 ■ ■ ■

■

4j壼誇･E

千， 千,冑

※S実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする。

／

8

饗
ら
ひ号 名 称 目 的 実力面場所

◆

実施時期 期間 人.員 対象者

38 事務官専門研修

総務,､人事，会計及
び裁判部の各分野に
ついて，その事務を
処理するために必要
な専門的知識及び技
能を付与することに
より ， 中核的役割を
果たしている事務官
の執務能力の向上を
図る 。 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

2 ～

3日
未定
､

の

0

(．

採用後7年以上の
行㈲事務官（専門
官以上の職にある
者を除く。 ）

● の

番号 名 称 目 的 実施力号所 実力回時期 期間 人員 対象毛
Ｂ
《

39
ジャンプアヅプ
研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより， .仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ

せ，中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上1
､0年未満の行H事
務官（係長,､専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）-※2

げ

40 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な
法学教育を行.うこと
により ， 資質及び事
務処理能力の向上を
図る ◎ ■ ■

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

通信研修
実施機関が
適宜決定

■■■■●■■｡、■■■●■｡●■●geD●■●pgcUgmDq■、q ●DqD●QQ●●B●■q
●

蕊
面接研修
実施機関が
滴官決定

未定

採用後1年以上の
行H事務官（書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(1･
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

君琴号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間． 人員 対象者

41 新採用職員研修

国民全体の奉仕者と
しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基
礎的知識を付与し，
裁判所職員にふさわ
しい心構えをかん養
する ｡.

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

0 ●

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

4日 未定
新たに採用された
職員（総合職採用
職員を除く。 ）



3自庁研修

T】雲

※5令和2年度,3年度の対象者で未研のものも含む。

(2) 採

■０

ー

』

9

幕字号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人
三
二
一
津 対象者

42
ステップアップ
研

０
６

０

修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前

にその意義を理解さ
せ,動機付けを行うと
ともに，職務遂行能力
の向上を図り，事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定
※4

2日 未定
採用3年目の行H
事務官行H技官
※5

可

名寺号 名 称 目 的 実施＊号所 実施時期 期間 人員 対象者

43
プォローアップ
セ ナ

ベ
ヘ
ベ

ロ
一

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ，幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定
②実施機関の実
情に応じて,①
に定める日に加
津

え， 実施機関が
適宜決定

約
3日
未定
採用後1年程度を
経過した行H事務
官，行H技官

44
フレシシ

セ ミナ

ユ

ー

職員として当面必要な
知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る°

高等裁判所
､地方裁判所
家庭裁判所

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定
新たに採用された

職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

45 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な知
識
せ

フ

，

技能等を習得さ
執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 0

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員

46 自庁研修

職務
識，
せ， ｜

職務
る。

' 遂行に必要な知

技能等を習得さ
執務能力の向上と

意識の高揚を図

最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所

家庭裁判所

実施機関が適宜決定 最高裁，高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

10

番号 名 称 目
■
ダ
■
・
■
f
勺 実施場所 唇

才
■
ｊ
タ

コ
竜 海時期 期間 人員 対象 者

47 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる

ことにより,実務の
改善及び向上に寄与
させる O

G

研究員が
所属する
裁判所

4． 9

～5． 3
7月 未定

書記官，家裁調査官
等

48

ゥ ●

書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ

り，実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所

4． 4

～5． 3
1年 2 書記官

49

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 ‘上

(指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ
り , 調査実務能力の
向上に寄与させる

○

。

へ
Ｉ
Ｒ
Ｉ

研究員が
所属する
家庭裁判所

P Q

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

4J 7

～5． 3

4． 4

～5． 3

8月

1.年

未定

6

｡ ●

(個人研究）
家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

(共同研究)．
家裁調査官

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和元年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

50

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年

も む

関係機関に 宇つ

いての研究）

同 上

(心身の鑑別につ
■

いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より ， 調査実務能力
の向上に寄与させ
る ◎

、

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する

家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が

所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

4． 7

～5． 3

56 2
～ 3

5． 2
～ 3

8月

1月

1月

未定

3

3

◆ ◆

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年

度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

竹 P

‐ ■

家庭裁判所調査官実
務研修文は令和元年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者 ◆

1

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者



5委託研修

「

11

番号 委託庁 名
■
の
。
″
。 ＃
一

、 人 員

51

● 旬

人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

52

53

54

55

56

57

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修
0

◆ b 寺

未定

58 国税庁

● C

* ●

税務大学校本科特別研修 未定

59 総務省 情報システム統一研修 未定



第2､養成

1裁判所書記官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程

12

語阜号 部 。 期 実施時期等 期間 人員 対象者

60
第 一 部
第 19 期

4． 4． 1（金） 入所
◆

P

4． 1(金)～予修期修習
e

5． 9(月．) 入所式
5． 9(月)～第1期研修
7;19(火)～実務修習
10. .3(月）

．
一 第2期研修

5. 3.24(金) 修了

1年 187

9 0

第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

61 第
一

一 部

第18期
(2年生）

第19期
(､1年生）

3． 4. 1（木） ．入所

4． 1(木)～予修期修習
5.10(月） 入所式

5. 10(月)～裁判事務修習
10.15(金)～第1期研修
4. 4． 1(金)～第2期研修
7.19(火)~実務修習
10. 3(月)～第3期研修
5. 3.24(金） 修了

I

4． 4． 1(令）
■

●

入所
4． 1(金)～予修期修習
5． 9.(月） 入所式
5． 9(月)～裁判事務修習
10.17(月)～第1期研修

5． 4． 3(月)～第2期研修
7．下旬
10．上旬

～

.～

実務修習
第3期研修

6J 3．下旬修了

巳 ■

2年

2年

97

88

●

第二部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

q

O

番号 期 実施時期等 期間 人員 対象者

62

ノ

第 18 期

3． 4． 1(木） 入所
4. 1(木)～実務修習（予修期）
5＆10(月) 入所式
5.10(月)～前期合同研修
7.19(月)～実務修習
4.9.20(火)～後期合同研修
5. 3.24(金） 修了

2年 52 ◆

、

● 4

令和3年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの

63 第 19 期

4． 4． 1（金） 入所*

4． 1(金)～実務修習（予修期）
(4.6～8を除く。 ）

5． 9(月） 入所式
5．9(月)～前期合同研修
7.19(火)～実務修習

5． 9． 中旬
,6． 3，

～ 後期合同研修
下旬修了

● も ■

2年 54

令和4年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの



令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表）

＊研修名の頭に付した記号は,◎は中央研修,○は高裁委嘱,●は自庁研修を表す。 (4.2.2）

令和4年度

・実施時期
差

'4,9.13(火)~9.14(水）

…i『 i” 令和3年度
期間｜人員； 実施時期 ｜期間I人員

り ｜士壼:q,n,｡r'し、 i ] l ｡n

錠

!3 30

備考 ’
1諮劃 研修名等

’ |･首席書記官研究会

,|鱒蕊識判魂皇：
3．事務局長研究会

4．管理者研究会(組織運営)(※）

◎首席家庭裁判所調
査官研究会

２

◎事務局長研究会

◎管理者研究会(組織運営)(※）

日程変更･短縮ｳｪブ会議

－
８
《
繩０

'10.19(火) . l 1

,3,9.2(木)～9.3(金） 2

蝿:､霧・ ‘蝿需蕊 ”､晶欝.灘冒琴堪’

{3.11.25(木)～11｡26(金) #､ 2
: 『 4 ”銀“.?』 …。 ィ ｡ ､鰯”垂 ． 。 ， ”謎駿擢 L,#獅瀧“

； －－

4.2.17(木)～2.18(金） I 2

ia5f(火)~5.20(木）＝■ ．…1 ，§
r

3

テレビ会議14,9.1(木)～9.2(金）

4.11.21(月)～11.22(火）

5.2.16(木)～2.17(金）

8

＝牽寄

中止

各2

－
２ 定

一
鳶

未
一
米

４
》
止

２
－
中

2

篭1回
◎次席家庭裁判所 ‐ ‐‐_－

調査官等研究会 蕊2回

＠符理台研竪会

◎次席家庭裁判所
調査官等研究会

熔
識
掛
羅

4.5.24(火)～5.26(木） 弓

日程短縮，テレビ会礒

△
ｈ
“
１
年

一
味

〔
ソ
毎リ寺ｇｊ

伸
一
卸
休

溺
唾
胞
湖

心
一
乱
き

ｆ
－
４
４

亭

角合《

3.4.蕊(火） 肥
一
社

約21)

未定

》

１
－
３

５

日程変更短縮,テレビ会議

テレビ会議

3.8.型(火)～8‘25（水）

4. 1 .‘(承）

未定 921.4.18（月）～-4.22<金）
口7

tj 影

7 1．研修計画協議会 テ5.1.6(金） 1 1紬抑 311

ｊ
Ｆ
ｊ

水
全
く
く

晒
皿
一
池
叫

臥
窮
臥
ヘ

ゾ
、
ｌ
ノ
ジ
、
０
ノ

猴
蛛
脹
休

月
１
月
３

く
１
く
１

５
０

５

０

９
Ｊ
９
Ｊ

４
４
４
４

ウ
ウ

回

回

１
２
第
第

3.9.7(火)～9.10（金）
“" 金懸､溌蓉崎 ･ 錨郵､ご強才鈩‐…栽鐸 ……鵠…謬点鋤"…・←ヂf

3.10.12(火)～10.15(金）
; 率 驚蕊謝 ‘"霧奄闇酔 ､’孝一了" ･ ‘零M

4.1.11(火)～1.14(金) "
呵守 1四 .韻 円玲 P ￥

4.2.7（月）～2.10（木）

¥艇…r…． ｡鶏 "・蚤涜一ﾛ ｡尹 串¥凸

3.12,7(火)～129(木） ：

睡
乍
牡
一
祉

止中

Ｊ

“
票
１
・
鱗
七

馳糾

’ 約郷

豹帥

|－
約80

灘
？

l各4

# か

各4◎中間管理者研修I8
ウ5,1.18(水)～l.19(*)

第3回
5‘2.7(火)～2.8（水）

第4回i""水)~1.19(木）‘ 5,2,9(木)～2.10(金）
糠
酔

鵠
畔
串
即
肉
ぺ
い

恥 ＊中止i
f , 5

’＠中間管理者研修Ⅱ|蒐廻
’第2回

定
一
定

未
一
未

4,10.25(火)～10.27（木）

4,12.5(月)～12.7(水）

各3

*

# 』 』

各3
祉
一
牡

3,6.23(水)～6.25（金）
鎬 宇＝… ~－ ﾏ…一…唾-

3,6.30(水)～7‘2(金）

回
一
回

１
’
２

第

第

4.6.21（火）

4.6.22(水)～6.23(木）

約80

未定

１
［
り

◎主任家庭裁判所調
査官研修
10

3,6.2(水)～6.4（金） 。

3.12.14（火）～12.16（木） “

各3

○
鼎
ｌ
ｂ
ｉ
〃
両

中止

中止、皿|･職修調…|鑿：
4.6.1(水)～6.3(金） ，

4.12.13(火)～12,15(木）

純
一
御
一
』
純
一
御
一
繩
繩

・
各
一
各

３
－
Ｉ

各3

:3.4.27(火)《 ． 』: ‐ 。 ￥
嬢

一 夕 弘 ~ 兇憾 f一心一一

3.4,28(水） 、
!

:3.4.28(水）
臼

､ ｡ ~~一一零難少一~一一一宇

息.4,27（火） 。 。 “ 、 ．
：

各1

民事 中止4.4,26（火）

4.4.27（水）

4.4.27（水）

4.4,26(火）

I鶚

i)

中止

中止；

"・中止

刑
一
家

少

事
一
事

◎実務指導研究会1ワ
エロ

年 ’蟻驚，
…~

3,11.17(水)～11.18（木）

3.12.20(月)～12.21(火）

日程短縮,テレビ会議

日程短縮,テレビ会議

約100◎家事実務研究会(※） 4.11.8(火)～11.10(木） ２ 99313

◎少年実務研究会(※） 約1004.9.7(水)～9‘9(金） ２
－
１
２

100q
14

4,6‘22(水)～6.23(木） 日程短縮,テレビ会議第1回(※）

第2回

０
０
５
５
約
約

3,6.9(水） 50

中止

各2◎民事実務研究会
Ｆ

Ｄ

可

上

羅
農3,12.16(木)～12.17(金）

■凸三一

3‘11.10(水）

ウ4.12.15(木)～12.16(金）

日程短縮,ﾃﾚ会議◎刑事実務研究会(※） 4.12.7(水)～12,8(木） 約50 502 1猫
一
Ⅳ ◎家事特別研究会(※） 4.10.5(水)～10.6(木） 約50 3810.7(木)～10.8(金） テレビ会議2 50２

》

回
一
回
一
回

１

２

３

第
第
一
第

3.10,19(火)～10.22(金) " "、
澤毒

3｡11.30(火)～12.3(金)"." 鵠：
ﾛ ･ 咽､『 L 準｣凸' …－ － 吟一一一

4,1.18(火)～1.20（木）

第1回:3;7,6(火)～7.7（水）

第2回3.7’8(木)~7.9(金）

4.10.19(水)～10.21(金）

4.11.30(水)～12.2(金）

5.1,25(水)～1.27(金）

０
０
』
０

３
印
３
３

約
一
約
一
約

４
，
罰
型
暁
“
ｒ
イ
ト
４
‐

止
一
止
一
加

中
津
中
一

堀
陛３

３
３

３
３
３

'81鰯羅判所論査官

日程変更･短縮

日程変更短縮

詔
一
塊

、
白
一
ワ

未定4,7.5(火)～7.8(金）19 1．家庭裁判所調査官◎家庭裁判所調査官応用研修 4

．
〃
鍬
一
醗
酵
＃

”
》

ｊ

Ｌ
リ
ニ

』
↑
ね
司
起

。〃βｌ、

戸

．
Ｊ７

』
↓

｜
へ
桑
．
礎
》

、

ｑ

ｆ

ノ

《

ｔ
１
Ｕ
ノ

：
水
一
木

く
一
献
が

尋
御
“
一
割
一

◎速記官中央研修 4.6.29(水)～6-30(木） 約20 中止‘灘2．篭20

中止”21 1．総括執行官研究会 約204.7’5(火)～7.7(木） ．
瓢

●
Ｉ
Ｌ
痢
準

6‘

◎執行官実務研究会 日程変更,DVD視聴未定5,3‘1(水)～3‘3(金） 4.3.2(水)～3.3(木）3 18'22

1扇 ■
日程変更,短縮テレビ会議
DVD視聴

◎新任執行官研修 4.5.24(火)～5.27(金） 4 1未定 3.10･11(月) 1

3“(火思嚇)鍛畷扉

1 1 17

中止24 1．係長等(総務担当)研修 4も9.27(火)～9.29(木） 3 I約50

中止’
戸 田 韓

3.7.13(火)～7.15(木) {[|◎係長等(人事担当)研修 4.10.18(火)～10.20(木）

4.11.15(火)～11.18(金）

3 1約50 “ 3鵬

3.11,16‘(火)"～11,19（金） ：
Q

◎係長等(会計担当)研修 恥 4約50 中止426

Ｆ
■
■
■



令和3年度

実施時期、 r爾間 画
令和4年度

1 実施時期一
一
ｔ
一
ｔ

ｌ
厚◎

備考
期間｜人員

函嘩約40

２

研修名等
l ざ

3.6,15(火)～6.16(水）

略画

＃ 錨． り
等｜“14(火)~6.15（水）◎研修事務担当者研修 、中止

総合職採用職員初任研修 4.4.6(水)～4,8(金） 未定 3.9‘27(月)～9.28(火） 日程変更･短縮,ウェブ会議3 75〃

◎情報セキュリティ研修 4,10.4(火)～10.5(水） 約60 3,9,14(火)～9,15(水） 中止29 ２2

中止

中止”

3"愚.鯉(水)～5.20（木）

､ ア識 一 ﾒ… 祷弄←､診鈴ザ 今 .… …"

3.5.26(水)～5.27(木）

回
一
回

１
’
２

第
一
第

4,5.18(水)～5.19(木）

4.6.8(水)～6.9(木）

緬
妻
緬
一
兼

恕 呼’

各J，

1

各2◎情報処理研修30

◎採用試験事務担当者研究会 テ4.5.27(金） 3.5.25(火） 日程短縮,テレビ会議421

§L畦
修
｜
修
一
修

研
一
研
一
研

期
一
務
一
期

前
一
実
一
後

3.6.24(木)～7.14（水）

3.7.16(金)～8｡20(金）

3-8.23(月)～9.10(金）

4.6.27(月)～7‘15（金）

4.7.19(火)～8.19（金）

4.8.22(月)～9.9(金）

５
３
５

１
２
１

焔
一
郡 未定◎CA研修実務試験 62

①n

o堂

15

○次席家庭裁判所調査官等
実務研究会

1高裁で中止実施機関が適宜決定実施機関が適宜決定 耗
一
燕

751 １
｜
耗

鍋
一
弘
一
妬

○新任中間管理者研修 実施機関が適宜決定実施機関が適宜決定 2863～5

7月から9月までの間で実施機
関が適宜決定

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定

7月から9月までの間で実施機
関が適宜決定

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定

○書記官プﾗｯｼｭアップ研修 燕
｛
雑
一
稚
一
霊

燕
｛
雑
一
雑

5 i 433５
－
３
一
挿
一
調

○家庭裁判所調査官実務研究会 未定 2高裁で中止336

○新任係長研修 約2701～31 37

未定 3高裁で中止○事務官専門研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定 2～31 38

未定 実施機関が適宜決定 未定 3高裁で中止○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 ３39 ３

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定

通信研修

○事務官法律研修

面接研修

未定 25040

5～119～11

未定○新採用職員研修 未定 実施機関が適宜決定． ’ 2～5実施機関が適宜決定 』虹
一
蛇

、能響¥｛蝉

鷺 ：

■曲

U ¥ 可

中止
2月から3月までの間で実施機

関が適宜決定

2月から3月;蔓での間で海漣磯

關が進宜諾定 ：
鉗P鯵ステップアップ研修 未定２

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機

関が適宜決定

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機

関が適宜決定

鯵フオローアップセミナー 約3 未定 約3 未定43

’

一一十……
21未定

I

採用初日及び2日目 採用初日及び2日目 未定●フレッシュセミナー 244

鯵高裁ブロック研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定45

実施機関が適宜決定e自庁研修 実施機関が適宜決定46
一 臼一一 一

7月 ｜未定合同実務研究 7月3．9～4.34.9～5．3 447

書記官実務研究 1年1年4.4～5,3 3.4～4.3 2２48

家庭裁判所調査官実務研究
(個人及び共同研究)‐

未定8月 8月 253．7～4.34.7～5．3

49
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(指定研究）
期間短縮,人員変更9月1年4.4～5，3 6 3．7～4．3 6

家庭裁判所調査官関係機関特別
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50 同 上 ／
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1月 岨
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調

5.2～3 ３ 4｡2～3 ３

同 上

(更生保護についての研究）
1月 ３5.2～3 3.9～112

1年 ’ 227 令和3年度欄は第18期生
一

令和3年度欄は第17期生

3.4.1(木)～4.3‘25（金）

2.4.6(月)～4‘3.25（金）

3.4.1(木)～5.3.24(金）

書記官養成課程第一部’第19期'4,4.1(金)～5.3.24(金）4,4.1(金)～5.3.24（金）

3.4.1(木)～5.3,24（金）
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51

書記…雑諭二騨!‘饗
第エ8期

(2年生）

第19期

2年 77

Ro
U口

(1年生）
令和3年度欄は第18期生2年 Qワ

ジロ

家裁調査官養成課程第18期 2年 1 52 2.4.1(水)～4.3.25（金）

3.4.1(木)～5,3.24(金）

2年 令和3年度欄は第17期生47
Fn

Od

家裁調査官養成課程第19期 14.4.1(金)～6｡3月下旬 令和3年度欄は第18期生54I家裁調査官養成課程第19期 |44･1(金)~63月下旬 ’ 2年 I 54
･ iX:!を付したものについては,カリキュラムについて司研と自伺巽施を綾討卑

54 2年 52

･中央研修については,テ→テレビ会議ウ→ウェブ会議又はテレビ会議無印→参集
･備考欄には,令和3年度について当初計画から変更等があった内容等を記載した。
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